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１ 

第１号議案      令和6年度 事業・活動報告 
 

 月  日     役員・常任委員会 日 安全環境委員会 

 

 ４ 

 
 

  
 
 6 

 
13 

 

青少年健全育成委員会     ２５回/年 
青少年健全育成推進協議会   ６回/年 
交通安全市民運動（立哨）    ４回/年 

 
第３回新旧役員・常任委員会 
第１回役員・常任委員会 
PTA総会（書面審議会） 
PTA紹介、職員紹介 

 
 

 

 
立しょう活動（地区別当番表作成） 

 
 
１年生交通安全教室 

 

 ５ 
11 
  
16 
23 

 第２回役員・常任委員会 
 市Ｐ連総会 
交推協総会 
学校運営協議会 

                 
 

 
 

 
春の交通安全市民運動（前年度委員） 
交推協総会 
 

 ６ 
3

13 
 
18 

第３回役員・常任委員会 
交推協役員会 
前林学区CS連絡会議 
県Ｐ連総会 
学校公開日・第１回学校保健大会 

 13 
 

                           
 

 

 
通学路点検・報告 

 
 
校内資源回収 

 ７ 
  6 
 

第４回役員・常任委員会 
 

 11 夏の交通安全市民運動 
 

 ８     

 ９ 
7 

14 
  

 

第５回役員・常任委員会 
３団体連携会議 
 

 
 
 

 
 

 10 
1 
3 

  5
 26     

学校公開日・環境美化活動 
就学時検診 
第 6 回役員・常任委員会 
令和６年度役員選出会 

 
 
 

 
  
 

 

 11 
 

4 
9 

14 
 

 
運動会（誘導） 
第7回役員・常任委員会 
第２回学校保健大会 

4 
13 

 運動会（片付け） 
３年自転車安全教室 

 12 3 
7 
 

なわとび記録会 
第8回役員・常任委員会 
前林学区CS連絡会議 

 
 
年末の交通安全市民運動 

 
 

１ 11 
 

二十歳のつどい 
第９回役員・常任委員会 

   

 ２ ６ 
 

15 

学校運営協議会 

第１回新旧役員・常任委員会 
３団体連携会議 

 
15 

 

 

委員会反省及び引継ぎ事項の確認 

 
３ 

 
8 
 

13 
 

第２回新旧役員・常任委員会 

交推協役員会 

 
8 
 
 
 

 
委員会引継ぎ会 

 

      



２ 

 月  日 教育文化委員会 日 広報委員会 

 ４  
 
    「わかこま」編集 

 ５ 
 
     

  
 ｢わかこま」編集「わかこま」発行 

 ６ 
 

21 
 

 
第１回学校保健大会 

 
第１回ベルマークの収集・集計 

 

 
 

 ７    
  
 

  
 
 
 

 ８      夏の巡回指導 

 ９      

10

    

 11

 
4 

14 
 
 

運動会（誘導・片付け） 
第２回学校保健大会 
第 2 回ベルマークの収集・集計 
 

4 運動会（撮影・片付け・(誘導補助)） 

 

 12 
 
 
 
 

 
 

  
 こども110番の家挨拶回り 

  
 
 
 

 
 

 
冬の巡回指導 

 
 

 1    「わかこま」編集 

 ２

 15 

 

  

 委員会反省及び引継ぎ事項の確認 

 

 

 15 

 

 

 

 委員会反省及び引継ぎ事項の確認 

「わかこま」編集 

3

８ 委員会引継ぎ会 ８ 
  

委員会引継ぎ会（機関紙作り講習会） 
 
「わかこま」発行 
 

 





第３号議案

■PTA役員、常任委員長、委員組織図

1 役員・常任委員長および委員の構成

〈役員・常任委員長＝大役について〉

・ 会長・副会長(会長補佐)・副会長・副会長(書記兼務)・会計の役員５名、

教育文化・安全環境・広報の常任委員長３名の計 ８名で構成される。

〈委員＝平役について〉

・ 安全環境７名・広報６名・教育文化６名は平役とし、計 １９名で構成される。

2 役員・常任委員長および委員の地区別選出数と割当

令和４年度以降の役員選出に関する見直し後ついて

・ 令和４年度以降の大役および平役の地区別の役員数の割当を下記表の様に変更されている。

（実家庭数：大役　児童数：平役）

3 令和４年度以降の大役について

※見直しによりローテーションが変わる場合があります

4 令和４年度以降の平役について

※見直しが行われない限り、各地区この役員数で推移します　

5 負荷適正化作業について

下記の２つの条件全てに当てはまる時は、負荷適正化作業を実施する。

　　１：負荷適正化実施の頻度＝２年に１回（負荷状況の確認は毎年実施）

　　２：負荷適正化実施の判断基準＝大役、平役の人数が適正人数から１人以上多い地区がある

　　　　※適正人数とは、大役は実家庭数の割合より、平役は児童数の割合より、地区ごとに割り出した役員数の事。

負荷適正化作業を実施した場合は、２年後の役員選出に見直しした役員数を反映させる。

4

令和８年度　役員選出会について

PTA役員
常任委員

（１年任期：全８役）

中田２役　他５地区は１役
（奇数年）駒東から＋１役
（偶数年）駒新から＋１役

令和4年度以降

令和4年度以降

PTA常任
子ども会兼務

（１年任期：全19役）

中田５役　駒東４役　駒新４役
生駒２役　駒北２役　駒南２役

会長

副会長（会長補佐）

副会長

副会長（書記）

会計

安全環境

委員長

教育文化

委員長

広報

委員長

役員 常任

安全環境

委員

教育文化

委員

広報

委員

大役

平役

安全 教育 広報 安全 教育 広報 安全 教育 広報 安全 教育 広報 安全 教育 広報 安全 教育 広報

2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0

生駒 駒北 駒南中田 駒東 駒新

中田



５ 

第４号議案  
          令和7年度  ＰＴＡ役員・委員（案） 
 

役 員 ・ 監査委員 ・ 常任委員  

役職名 氏   名 地区名 備  考 

会   長 川口 泰治 中 田  

副
会
長 

    
 

安藤 亮 生 駒  

 榊原 真澄 駒 東  

書記兼務 上田 未来 駒 北  

  書   記 小守 美由起 学 校 駒場小・教頭 

  会   計 

加藤 美加 中 田  

杉山 里美 学 校 駒場小・教務主任 

近藤 宏城 学 校 駒場小・校務主任 
   

監査委員 
坂田 耕作 駒 新  

副島 秀美 駒 北  

 常 
 任 
 委 
 員 

 安全環境 生田 絵里加 駒 東   

 教育文化 林 渚 駒 新  

 広  報 谷村 華佳子 駒 南  

 
顧 問 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   役 職 名    氏   名    役 職 名     氏   名 

  豊田市議会議員 日 當 浩 介   民生・児童委員 花 井 保 代 

  豊田市議会議員 石 川 嘉 仁   民生・児童委員 手 嶌 素 康 

  駒場区長 神 谷 和 彦   民生・児童委員 中 村 宗 威 

  中田区長 近 藤 正 直 民生・児童委員 永 井 政 子 

  駒場小学校長    北 島 加奈子   民生・児童委員 神 谷 里 美 

  主任児童委員    手 島 奈々子 民生・児童委員 藤 井 初 美  

民生・児童委員   石 川 尚 美   



６ 

 
各委員  （◎︓委員長 ○︓副委員長） 

 

委員会名 氏   名 地区名 備 考 

 

安全環境 

 
担当教員 

 
近 藤 

   
 

◎生田 絵里加 駒 東  

嶋田 利恵 駒 北   

近藤 晴恵 駒 新  

上田 幸一 駒 東  

石川 美穂 駒 南  

筑波 礼子 生 駒  

林 芳憲 中 田  

永井 智 中 田  

 

教育文化 

 
 

担当教員 
 

杉 山 
谷 澤 

◎林 渚 駒 新  

大倉 由季 駒 北  

森瀬 恵梨 駒 新  

山内 恵 駒 南  

浦野 真央 中 田  

塗木 ちあき 駒 東  

依田 美保 駒 新    

 
 

広  報 

 
担当教員 

 
小 守 

 

◎谷村 華佳子  駒 南   

池田 智美 駒 新  

三ツ石 まみ 駒 東  

市川 晃子 駒 東  

柴田 亜里沙 中 田  

藤井 飛鳥 中 田  

大前 彩美 生 駒  
 
 
 
  



第５号議案      令和7年度 事業・活動計画(案) 

月 日 役員・常任委員会 日 安全環境委員会 

４ 

  
 
 
 
  5 
 
11 

青少年健全育成委員会     ２５回/年 
青少年健全育成推進協議会   ６回/年 
交通安全市民運動（立哨）    ４回/年 
 
第３回新旧役員・常任委員会 
第１回役員・常任委員会 
PTA 総会（書面審議会） 

 
 
 
 
 
 
24 

立しょう活動（地区別当番表作成） 
春の交通安全市民運動 
 
 
 
 
１年生交通安全教室 

５ 

 10 
 

 13 
15 
22 

第２回役員・常任委員会 
市Ｐ連総会 
授業参観 
交推協総会 
学校運営協議会 

 
 
 
15 

 
 
 
交推協総会 

６ 

  7 
 12 

 
 

 17 

第３回役員・常任委員会 
交推協役員会 
前林学区CS 連絡会議 
県Ｐ連総会 
学校公開日・第１回学校保健委員会 

 
 
 
 
17 

通学路点検・報告 
 
 
 
校内資源回収 

７   5 第４回役員・常任委員会 
３団体連携会議 

 夏の交通安全市民運動 

８    
 

 

９ 
 6 

 
 30 

第５回役員・常任委員会 
３団体連携会議 
授業参観・環境美化活動 

 
 
30 

秋の交通安全市民運動 
 
環境美化活動 

10 

  2 
  4 

 
 25 

就学時健診 
第6 回役員・常任委員会 
前林ふれあい祭り 
令和８年度役員選出会 

  

11 
  1 
  8 
 20 

運動会（誘導） 
第７回役員・常任委員会 
第２回学校保健委員会 

 1 
13 

運動会（誘導・片付け） 
３年自転車安全教室 

12 
 
 

 6 

なわとび記録会 
前林学区CS 連絡会議 
第８回役員・常任委員会 

 年末の交通安全市民運動 

 

１ 
  

 10 
二十歳のつどい 
第９回役員・常任委員会 
凧揚げ大会 

  

２ 
  5 
 14 

学校運営協議会 
第１回新旧役員・常任委員会 
３団体連携会議 

 
14 

 
委員会反省及び引継ぎ事項の確認 

３   7 
 12 

第２回新旧役員・常任委員会 
交推協役員会 

  7 委員会引継ぎ会 

 ７ 



月 日 教育文化委員会 日 広報委員会 

４ 
  
 

  「わかこま」編集 
 
 

５ 
  

 
  「わかこま」編集、「わかこま」発行 

 
 

６ 

17 
  

第１回学校保健委員会 
第１回ベルマークの収集・集計 

  
 
 
 

７ 
    

 
 

８ 
   夏の巡回指導 

 
 

９ 

  30 
 

環境美化活動（片付け） 
 
 
 

10 

    
 
 
 

11 

  1 
 20 

 

運動会（誘導・片付け） 
第２回学校保健委員会 
第２回ベルマークの収集・集計 

 1 運動会（撮影・片付け） 
 
 
 

12 

 
 
  

こども１１０番の家あいさつ回り  冬の巡回指導 

 

１ 

   「わかこま」編集 
 
 
 

２ 

 14 委員会反省及び引継ぎ事項の確認 14 委員会反省及び引継ぎ事項の確認 
「わかこま」編集 
 
 

３ 

  7 委員会引継ぎ会   7 委員会引継ぎ会（機関紙作り講習会） 
「わかこま」発行 
 
 

 ８ 



第６号議案 

   駒場小学校 PTA 規約改正（案） 
 
PTA 規約の一部を次のように改正いたします。 
新旧対照表 

現行 改正案 備考欄 
【会員と会費】 
第５条 本会の会費は、次のとおりである。 
（１） 正会員 月額１家庭  

児童１名の場合    250 円 
児童２名の場合    300 円 
児童３名以上の場合 350 円 

 
【付則】 
（２）この規約は、令和５年 4 月１４日より実
施される。 
施行             昭和４９年 4 月 1 日 
第１次部分改定    昭和５０年 5 月 8 日 
第２次部分改定    昭和５５年４月２１日 
第３次部分改定    昭和５６年４月２３日 
第４次部分改定    昭和６０年４月２０日 
第５次部分改定    昭和６１年４月１９日 
第６次部分改定    昭和６２年５月２日 
第７次部分改定    昭和６３年４月１６日 
第８次部分改定    平成２年４月２１日 
第９次部分改定    平成３年４月２７日 
第１０次部分改定  平成７年４月１６日 
第１１次部分改定  平成９年４月２６日 
第１２次部分改定  平成１０年４月１８日 
第１３次部分改定  平成１３年４月２１日 
第１４次部分改定  平成１６年１月２４日 
第１５次部分改定  平成２６年４月１９日 
第１６次部分改定  平成２８年４月１６日 
第１７次部分改定  令和２年４月１８日 
第１８次部分改定  令和５年４月１４日 
 

【会員と会費】 
第５条 本会の会費は、次のとおりである。 
（１）正会員 月額１家庭   一律 250 円 
                  （年間3,000円） 
 
 
 
【付則】 
（２）この規約は、令和７年 4 月１１日より実
施される。 
施行             昭和４９年 4 月 1 日 
第１次部分改定    昭和５０年 5 月 8 日 
第２次部分改定    昭和５５年４月２１日 
第３次部分改定    昭和５６年４月２３日 
第４次部分改定    昭和６０年４月２０日 
第５次部分改定    昭和６１年４月１９日 
第６次部分改定    昭和６２年５月２日 
第７次部分改定    昭和６３年４月１６日 
第８次部分改定    平成２年４月２１日 
第９次部分改定    平成３年４月２７日 
第１０次部分改定  平成７年４月１６日 
第１１次部分改定  平成９年４月２６日 
第１２次部分改定  平成１０年４月１８日 
第１３次部分改定  平成１３年４月２１日 
第１４次部分改定  平成１６年１月２４日 
第１５次部分改定  平成２６年４月１９日 
第１６次部分改定  平成２８年４月１６日 
第１７次部分改定  令和２年４月１８日 
第１８次部分改定  令和５年４月１４日  
第１９次部分改定  令和７年４月１１日  
 

 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（追加） 

９ 





第８号議案 
 

 

              ＰＴＡ宣言  （案） 

 

わたしたち駒場小学校ＰＴＡ会員は、駒場っ子の健やかな成長を願って 
父母と教師が手を結び、大きな成果をあげてきました。 
しかし、社会情勢の変化にともなっていろいろなゆがみや問題が提起されて 
います。 

これらの今日的課題を解決するために、総力を結集して対応する必要に迫ら 
れています。ことに未来に生きる駒場っ子たちの健全育成活動をさらにねばり 
強く推し進めていく必要があります。 

ここに私たち駒場小学校ＰＴＡは、その責務の重大さを自覚して、家庭と 
地域の教育力を高めるために、思いやりの心をもった、たくましい子どもを 
育てることを目標として、次のことを宣言します。 

 
    ◎ 目     標  
 
     心豊かでたくましく、自ら人生を切り拓く子どもを育てよう 
 
    ◎ 活動方針  
 
     １ 家庭教育力の向上を図ろう 
      ・ 家族の役割を理解し、親子の対話を深めよう 
      ・ たくましく、豊かな心を育てよう 
      ・ 親としての自覚を高めよう 
 
     ２ 学校教育への理解に努めよう 
      ・ 学校との連携を密にしよう 
      ・ ＰＴＡ会員の活動への参加を促進しよう 
      ・ 保護者と教師との話し合いを深めよう 
 
     ３ 地域社会との連携を強化しよう 
      ・ 地域の諸活動に家族で積極的に参加しよう 
      ・ 交通安全・生活安全と非行防止に努めよう 
      ・ 子どものために豊かな環境づくりを進めよう 
 
                    令和７年４月１１日 
                      豊田市立駒場小学校ＰＴＡ 

１１ 



            駒場小学校ＰＴＡ規約 （案） 
 
【名称と事務局】     
第 １ 条  本会は、駒場小学校ＰＴＡと称し、事務局を駒場小学校内に置く。 
【目的】             
第 ２ 条  本会は、児童の教育について、学校・家庭・地域社会が共同の責任をもって、 
    児童がより多くの幸福を受けることができるようにし、会員相互の教養を高め、 
    家庭生活・社会生活の向上を図る。 
【事業】           
第 ３ 条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
  （１）教育環境の整備・充実 
   （２）会員相互の研修・親睦 
   （３）交通安全・生活安全の指導 
  （４）その他必要と認める事業 
【会員と会費】     
第 ４ 条  本会の会員は、次のとおりである。 
  （１）正会員  校区内に居住する在学児童の保護者と駒場小学校に在職する教職員 
第 ５ 条 本会の会費は、次のとおりである。  
  （１）正会員  月額１家庭 一律  ２５０円 （年間3,000円） 
【役員と委員】       
第 ６ 条  本会の役員は、次のとおりである。 
  （１）会長    １名 
  （２）副会長   ３名 
  （３）書記    ２名（うち１名は副会長が兼ね、もう１名は学校側） 
  （４）会計    ３名（うち２名は、学校側） 
  （５）常任委員  各委員会代表３名 
  （６）委員会委員 ２２名（常任委員を含む。地区のかたよりのないよう、必要に 
            応じて常任委員会で協議する） 
【選出方法と任期】   
第 ７ 条  役員・委員の選出方法は、次のとおりである。 
  （１）役員、常任委員は各地区での選考会で互選された会員を常任委員会で 

承認・推薦し、総会において出席者の過半数の賛成で選出する。 
  （２）委員は、各地区の会員の中より選出された者と学校職員による。 
  （３）役員・委員の任期は、１年とする。但し、留任は妨げない。 
  （４）補欠役員・委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
【役員と委員の任務】 
第 ８ 条  役員と委員の任務は、次のとおりである。 
  （１）会長は、この会を代表して、一切の会務を統括する。 
  （２）副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、一切の会務を代行する。 
  （３）書記は、記録に関する一切の事務を行い、規約・役員名簿・会の 

記録等を保存する。 
  （４）会計は、会計に関する一切の事務を掌握し、関係諸帳簿を保管する。 
  （５）常任委員と委員は、活動全般について企画・協議・実践の推進にあたる。 
 【会議】             
第 ９ 条  本会の会議は、次のとおりである。 
  （１）総会は、毎年、年度初めに定例総会を開催し、会の最高機関とする。 

但し、必要ある時は、臨時総会を開催することができる。 
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１３ 

    ア 総会は、会員の現在数の３分の１以上出席しなければ、その議事を開き 
決議することができない。議事は出席者の過半数で決定する。 

    イ 総会は、必要に応じて書面審議会とすることができる。 
  （２）役員会と常任委員会は、必要に応じて会長が召集し、会の企画・協議をする。 
  （３）常任委員会は、総会に準ずる決議機関で、役員や常任委員で協議された 

事項を決議し、処理する。 
  （４）委員会での協議内容は、次のとおりである。 
        ア 安全環境委員会  交通安全・非行防止等に関する事業及び環境整備に 
               関する事業の計画と推進 
    イ 教育文化委員会  教育文化に関する事業及び保健体育に関する事業の 
               計画と推進 
    ウ 広報委員会     広報・調査計画に関する事業の計画と推進及び 
               各種資料の作成 
【監査委員】         
第１０条  監査委員は、次のとおりである。 
  （１）事業及び会計事務を適切に指導するため２名の監査委員を置く。 
  （２）監査委員は、会長が委嘱し、総会において承認を得る。 
  （３）毎年度末、または、適当なときに会計監査を実施、総会に報告する。 
【顧問】             
第１１条  本会の顧問は、次のとおりである。 
  （１）顧問は、若干名置くことができる。 
  （２）顧問は、常任委員会において推薦し、会長が委嘱する。 
  （３）顧問は、この会の諮問に応じ、会務の遂行に協力する。 
  （４）顧問の任期は、特に定めない。 
【経費】             
第１２条  本会の経費は、正会員の会費、準会員の助成金、その他の収入を 

もってこれにあてる。 
【会計年度】         
第１３条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
【付則】              
（１）この規約の改定を必要とするときは、総会にはかり、出席者の 

３分の２以上の同意を得なければならない。 
（２）この規約は、令和７年４月１１日より実施される。 
 施行       昭和４９年４月 １日 
 第１次部分改定 昭和５０年５月 ８日   第２次部分改定 昭和５５年４月２１日 
 第３次部分改定 昭和５６年４月２３日   第４次部分改定 昭和６０年４月２０日 
 第５次部分改定 昭和６１年４月１９日   第６次部分改定 昭和６２年５月 ２日 
 第７次部分改定 昭和６３年４月１６日   第８次部分改定 平成 ２年４月２１日 
 第９次部分改定 平成 ３年４月２７日   第10次部分改定 平成 ７年４月１６日 
 第11次部分改定  平成 ９年４月２６日    第12次部分改定 平成１０年４月１８日 
  第13次部分改定 平成１３年４月２１日   第14次部分改定 平成１６年１月２４日 
  第15次部分改定 平成２６年４月１９日   第16次部分改定 平成２８年４月１６日 
 第17次部分改定   令和 ２年４月１８日   第18次部分改定 令和 ５年４月１４日 
 第19次部分改定 令和 ７年４月１１日 



          駒場小学校ＰＴＡ慶弔規定         

 

１ 香料        

（１）会員・児童・・・・・・・・淋見舞2,000円、香料10,000円、生花１基 

 

（２）教職員・事務職員・・・・・淋見舞2,000円、香料10,000円、生花１基 

 

（３）その他、会長が必要と認めた場合は、ＰＴＡ役員及び学校の協議による。 

 

２ 見舞金    

（１）児童・教職員・事務員・ＰＴＡ役員が、１週間以上入院、または、同程度 

の傷病の場合（但し、同一傷病は、年１回とする） ３，０００円 

 

（２）学校管理下等での傷病の場合は、学校及びＰＴＡ役員の協議による。 

 

  

３ その他    

 上記の規定以外の特別な場合（災害等）については、社会の情勢を考え必要

に応じて、学校及びＰＴＡ役員で協議し内容を決定する。 

 

 

施行            昭和６０年４月２０日 
第１次部分改定  平成１１年４月２９日 
第２次部分改定  平成２８年４月１６日 
第３次部分改定  令和 ４年４月１６日 

 

 

１４ 



１５ 

 
豊田市立駒場小学校 PTA 個人情報取扱規則 

（目的） 
第１条  豊田市立駒場小学校 PTA（以下「本会」という）が保有する個人情報の適正な取扱いと

活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、役員名簿・委
員名簿・事業等の記録や写真及びその他の個人情報の取扱いについて定めるものとする。 

（責務） 
第２条  本会は、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、PTA 活動において個人情報の

保護に努めるものとする。 
（定義） 
第３条  「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。 
    （１）当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。） 

    （２）個人識別符号が含まれるもの 
（管理者） 
第４条  本会における個人情報の管理者は、会長とする。 
（取扱者） 
第５条  本会における個人情報の取扱者は、役員・事務局とする。 
（秘密保持義務） 
第 6 条  個人情報の管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に

知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 
（収集方法） 
第７条  本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人

に明示する。また、円滑な PTA 活動をおこなうために以下の情報を取得する。 
（１）会員の氏名・連絡先（住所・電話番号） 
（２）会員の子どもの氏名・学年・クラス 
（３）便り、掲示物等必要に応じ、会員や会員の子ども等の写真 

（周知） 
第８条  個人情報取扱いの方法は、総会資料や広報等で会員に周知する。 
（利用） 
第９条  取得した個人情報は、以下の目的に沿った利用を行うものとする。 

（１）PTA 会費の集金業務、管理業務 
（２）PTA 関連文書の送付 
（３）役員並びに会計監査・会員・常任委員・通学班等の名簿の作成 
（４）役員選出等の案内・諸連絡活動 
（５）交通当番表の作成 
（６）広報紙、会報誌、PTA ホームページへの掲載 

（利用目的による制限） 
第１０条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規約により特定された利用目的の達

成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 
（管理） 
第１１条 個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要とな

った個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 
（保管及び持ち出し等） 
第１２条 個人情報を取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフトを入れる等適切な状態

で保管することとする。また、個人情報を持ち出す場合や、電子メールで個人情報を送付
する場合は、ファイルにパスワードをかける等して、適切に個人情報を管理することとす
る。 



１６ 

（第三者への提供の制限） 
第１３条 個人情報は次のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三

者に提供してはならない。 
（１）法令に基づく場合 
（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 
（３）公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合 
（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令を定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合 
（第三者に提供する場合の記録の作成） 
第１４条 本会は、前条の規定に基づいて個人情報を第三者に提供したときは、次の項目について

記録を作成し、保存する。 
（１）第三者の氏名 
（２）提供する個人情報の対象者（本人）の氏名 
（３）提供する情報の項目 
（４）対象者（本人）の同意を得ている旨（前条第１号から第４号までの場合を除く） 

（第三者から提供を受ける際の記録の作成） 
第１５条 第三者から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し、保存す

る。 
（１）第三者の氏名 
（２）第三者が個人情報を取得した経緯 
（３）提供を受ける個人情報の対象者（本人）の氏名 
（４）対象者（本人）の同意を得ている旨（第１３条第１号から第４号までの場合を除

く） 
（情報の開示等） 
第１６条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除等を求められたときは、法令

に沿ってこれに応じる。 
 
（漏えい時等の対応） 
第１７条 個人情報を漏えい、紛失等した場合や、そのおそれがあることを把握した場合は、直ち

に管理者に報告し、適切な対応を行う。 
（研修） 
第１８条 本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に、個人情報の取扱いに関する研修を実施

するものとする。 
（苦情の処理） 
第１９条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。 
（改定） 
第２０条 法令の改正または実務上の不備が生じた場合は、役員会において審議し、その承認をも

って改定することができる。なお、本規則を改定した場合は、第８条に定める周知方法を
もって会員へ周知するものとする。 

 
 
附則  本規則は、令和 ４年 ４月１６日より施行する。 
 

 
 
 

 
 


